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右
の
質
問
主
意
書
を
提
出
す
る
。 

農
地
法
の
解
釈
に
関
す
る
質
問
主
意
書 
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一 

 



 

農
地
法
は
、
耕
作
者
の
農
地
の
取
得
を
促
進
し
、
そ
の
権
利
を
保
護
し
、
も
つ
て
耕
作
者
の
地
位
の
安
定
と
農

業
生
産
力
の
推
進
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
目
的
を
曲
げ
て
解
釈
し
て
い
る
傾
向

が
み
ら
れ
る
の
で
、
そ
の
疑
点
を
と
り
あ
げ
質
問
す
る
。 

一 

遠
隔
の
地(

北
海
道
日
高
国
浦
河
町)

に
農
地
を
所
有
し
本
人
は
東
京
に
在
住
し
て
一
切
の
経
営
行
為
を
使
用

人(

世
帯
員
に
非
ず)

に
委
ね
る
と
い
う
こ
と
は
完
全
な
る
不
在
地
主
で
あ
り
、
農
地
法
の
精
神
に
反
す
る
も
の

と
思
う
が
、
い
か
ん
。 

一 

自
営
地
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
て
い
る
が
、
自
営
地
と
は
い
か
な
る
も
の
を
指
称
す
る
の
か
。 

一 

個
人
所
有
農
地
を
新
た
に
設
立
す
る
会
社
に
譲
渡
す
る
こ
と
は
適
法
や
否
や
。 

法
的
根
拠
あ
り
や
。 

右
質
問
す
る
。 

農
地
法
の
解
釈
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

三 

 


